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検討の進め方 
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①広域化等による自らの組織体制の強化 

②都道府県、下水道公社、政令指定都市、下水道事業団等による技術的支援 

下水道管理者の組織体制の強化をどのように進めていくべきか 

第１回検討会で示された論点 

①組織体制の強化 

 ・検討対象とすべき市町村の考え方 

 ・状況に応じた強化の考え方 

 ・優先すべき市町村の特性 

整理すべきと考えられる事項 

②技術的支援 

 ・支援の必要な市町村の考え方 

 ・技術的支援の方法 

 ・支援主体とマッチング 

・データによる市町村の分析（経営について、維持管理と組織について） 

・ヒアリングによる実態把握 

第２回以降の検討会で実施 



組織体制の強化及び技術的支援の検討イメージ 
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弱 強 組織体制 

自立した状態にある
下水道事業 

適切な体制が維持
されていない 

現状 

放置すると大多数の
下水道事業の組織力
が低下するおそれ 

弱 強 組織体制 

将来 

国として、できる
だけ多くの下水道
事業の組織力を保
持されるよう支援 

組織体制に課題のある
下水道事業 

自立可能な
下水道事業 

持続可能な事
業運営が可能
なように支援 



【市町村の分析】 
 

１．下水道実施市町村の経営について 
（１）マクロ的な分析について 
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①下水道経営の現状（第１回資料より） 

 全国平均 85.4%

 指定都市 93.8%

 一般都市（５万人以上） 81.6%

 一般都市（５万人未満） 65.3%

【使用料対象経費の使用料による回収状況(H22)】 

【上下水道の平均使用料単価比較】 【都市規模別経費回収率(H22)】 

汚水処理原価

全国平均 164.8円/m3

※汚水処理費(公費で負担すべき部分を除く)を年間総有収水量で除して算出

資本費(起債元利償還費) 82.2円/m3

維持管理費 82.6円/m3

使用料単価 140.7円/m3

(H18:138.6円/m3)

経費回収率 85.4%

一般会計による対応

１
０
０

%

経
費
回
収
率

【公営企業会計の適用率】 

【下水道の汚水分の起債償還財源】 

【公費負担】 【私費負担】 

処理区域内人口密度に応じて以下で配分 
公費（A） 3～7割  私費（B） 7～3割 

A B 

 

税金により負担 
7割は交付税の対象 

使用料金に 
 

より回収 

【総事業費ベース（Ｈ２２）】

国　費

地方費

受益者負担金 約５００億円

地方単独費

一般会計繰出金

下水道使用料収入維持管理費

＜支出＞ ＜収入＞

約０．６兆円

約０．５兆円

建設費地方債償還

（元利償還）

約２．３兆円

約０．９兆円

約１．８兆円

※H21基準外繰出額
約０．５兆円

約１．４兆円

【経営ベース（Ｈ２２）】

総

事

業

費

約０．５兆円

【下水道事業費のイメージ】 

起債対象範囲 

※下水道事業債：30年償還（但し5年間据置） 

(円/㎥・月) 

※H14年度調査による。 
 当時の平均為替レートで換算。 

○下水道は非常に公共性の高いインフラであるため、国費に加え起債償還の一定割合を地方公共団体の一般会計より負担 

  し、その負担分の７割を国が交付税措置している。 

○公共下水道における経費回収率は、ここ数年段階的に上昇しており、平成22年度は約85%。 

○指定都市等大都市は比較的良好である一方で、中小都市においては依然として低水準の状況。 

○経営改善を図るためには、中長期的な収支見通しに基づく中長期経営計画の策定のもと、公営企業会計の適用等の取組 

  を継続的に行うことが重要。  

※特定環境保全公共下水道を除く 
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②今後の人口動向 

○人口減少と共に高齢化の進展（総人口
に占める65歳以上人口の割合の増加）
が想定される。 

○小規模の市町村の人口減少割合及び
高齢化率が大きい。 

【都市規模別の高齢化率分布（上段Ｈ２２、下段Ｈ５２）】 

（下水道事業実施市町村のみ）  

資料：社会人口問題研究所 H25.3推計をもとに整理 

注．福島県下の自治体、東京都区部を除く 

平成22年（実績） 

平成52年（推計） 

高齢化率 

高齢化率 
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人口減少市町村 

【都市規模別の人口減少割合分布（Ｈ２２→Ｈ５２）】 

（下水道事業実施市町村のみ）  

資料：社会人口問題研究所 H25.3推計をもとに整理 

注．東京都区部を除く 

人口減少割合 

全国平均27％ 

全国平均40％ 



③下水道実施市町村の財政状況 

○下水道事業を実施している市町村の９割以上が、財政力指数1.0を下回る。特に、都市
規模が小さい市町村の財政力が脆弱である。 

○都市規模が小さい市町村において、処理区域内人口１人あたりの下水道事業債残高が
多い傾向にある。 

【都市規模別の処理区域内人口１人あたりの 

下水道事業債残高】 
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資料：平成22年度下水道事業経営指標・下水道使用料の概要 （総務省） 

注．下水道事業債残高を有する市町村を対象 

処理区域内人口1人あたりの下水道事業債残高（千円/人） 
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【都市規模別の財政力指数分布】 

（下水道事業実施自治体のみ）  

資料：平成23年度市町村別決算状況調（総務省） 

注．東京都区部を除く 

【財政力指数】 

基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の
過去3年間の平均値をいう。財政力指数が高いほど自主
財源の割合が高く、財政力が強い団体といえる。 

財政力指数 



④汚水処理原価の状況 

○都市規模が小さい市町村の方が汚水処理原価が高い傾向にある。 

資料：平成22年度地方公営企業年鑑 

注1．東京都区部及び一部事務組合等構成市町村を除く 

注2．特定環境保全公共下水道を含む 

【汚水処理原価】 

汚水処理費（維持管理費+資本費）を年間有収水量で除して得た数
値をいう。 

○汚水処理原価（円/m3） 

 ＝汚水処理費（維持管理費+資本費） （円）／年間有収水量（m3） 

○維持管理費分汚水処理原価（円/m3） 

 ＝汚水処理費（維持管理費） （円）／年間有収水量（m3） 

○資本費分汚水処理原価（円/m3） 

 ＝汚水処理費（資本費） （円）／年間有収水量（m3） 

汚水処理原価（円/m3） 
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資料：平成22年度地方公営企業年鑑 

注1．汚水処理費（資本費）計上自治体を対象 

注2．東京都区部及び一部事務組合等構成市町村を除く 

注3．特定環境保全公共下水道を含む 
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資本費分汚水処理原価（円/m3） 

【都市規模別の資本費汚水処理原価の分布】 
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維持管理費分汚水処理原価（円/m3） 

【都市規模別の維持管理費分汚水処理原価の分布】 
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【都市規模別の汚水処理原価分布】 
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⑤使用料単価 

○都市規模が小さい自治体の方が使用料単価が低い傾向にある。 

【都市規模別の使用料単価分布】 

（平成22年度） 

【都市規模別の使用料単価分布】 

（平成17年度） 

【使用料単価】 

使用料収入を年間有収水量で除して得た数値をいう。 

使用料単価（円/m3）=使用料収入（円）／年間有収水量（m3） 
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平均：150.5円/m3 平均：142.2円/m3 

資料：平成22年度地方公営企業年鑑 

注1．東京都区部及び一部事務組合等構成市町村を除く 

注2．特定環境保全公共下水道を含む 

資料：平成17年度地方公営企業年鑑 

注1．東京都区部及び一部事務組合等構成市町村を除く 

注2．特定環境保全公共下水道を含む 

使用料単価（円/m3） 使用料単価（円/m3） 
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⑥経費回収率 

○経費回収率平均値は、H17年度値が0.40であったのに対し、H22年度値は0.71となって
おり、全体的に改善が見られる。 

○都市規模が小さい市町村の方が経費回収率が低い傾向にある。 

資料：平成22年度地方公営企業年鑑 

注1．東京都区部及び一部事務組合等構成市町村を除く 

注2．特定環境保全公共下水道を含む 

【都市規模別の経費回収率分布】 

（平成17年度） 

資料：平成17年度地方公営企業年鑑 

注1．東京都区部及び一部事務組合等構成市町村を除く 

注2．特定環境保全公共下水道を含む 

【経費回収率】 

使用料収入を汚水処理費（維持管理費+資本費）で除して得た数値をいう。1以上の数値である場合は、汚水処理
に係る費用よりも多く使用料収入を得ていることを示す。 

経費回収率=使用料収入（円）／汚水処理費（維持管理費+資本費） （円） 
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【都市規模別の経費回収率分布】 

（平成22年度） 



（２）指標による分析について 
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①経費回収率による分析 

○経営面で「自立した状態にある下水道事業」と考えられる事業体を分析する。 

○例えば、下水道事業の経営的な安定性の指標として、経費回収率（＝使用料単価÷汚
水処理原価）による分析を試みる。 
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※汚水処理原価500円/m3未満を表示

経費回収率が1を超える自治体
→使用料で経費回収ができている

経費回収率が1未満の自治体

→汚水処理原価を下げるか

→使用料を上げるか

【使用料単価と汚水処理原価の関係 】  



②経費回収率による都市分類 

◆経費回収率による都市分類の考え方の例 

○経費回収率が「１」を超えている事業体を「自立した状態」であると見なす。 
  ※ただし、経費回収率の算定に当たっては、汚水処理に係る地方財政措置分の一般会計からの基準内繰り入れ分は考慮されて 

    いない。 

○また、以下の状況にある事業体は、「条件付で自立した状態」にあると見なす。 

 ・使用料を他都市並みに引き上げると経費回収率が「１」を超える。 

 ・  〃  10％引き上げると、      〃               。 

○ただし、以下の状況にある事業体は、「安定した事業運営段階にない」と見なす。 

 ・供用開始から５年以内 

 ・接続率が50％以下 

 ・施設稼働率が35％以下 

○以上をふまえると、経営面から見て下水道事業体を以下のとおり分類できる。 

 都市Ⅰ-1型：経営的に「自立した状態」であり、現在の事業運営を持続していくことが 

         望まれる。 

 都市Ⅰ-2型：使用料の条件を見直すことによってⅠ-1型への移行が可能である。 

 都市Ⅱ型  ：経営的に不安定であり、何らかの対応を図る必要が求められる。 

 都市Ⅲ型   ：「安定した事業運営段階にない」ので経営状態が安定していない。 
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③都市Ⅰ－２型 

○都市Ⅰ－２型について 

   経営的に不安定な要素があるが、例えば、以下のような使用料の設定により、都市
Ⅰ－１型への移行が可能と考えられる。 

  １．使用料単価を150円/m3（他都市並み）まで引き上げる 
    （汚水処理原価が150円/m3以下の都市は経費回収率が１を超える） 

  ２．使用料を10％上げる 
    （経費回収率が0.91以上ならば経費回収率が1を超える）  
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【汚水処理原価が150円/m3以下の都市 】  【経費回収率が0.91以上の都市 】  13 

経費回収率＝１ 
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④都市Ⅲ型 

○都市Ⅲ型について、例えば、次の条件で試算する。都市Ⅲ型は、まず事業の安定を進
めることが必要と考えられる。  

  １．供用開始後、経過年数が５年以内 

  ２．接続率が50％以下   
   ※接続率(％)＝水洗便所設置済み人口÷処理区域内人口×100 

  ３．施設稼働率が35％以下 

   ※施設稼働率(％)＝現在晴天時日平均処理水量÷現在晴天時処理能力×100  
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【汚水処理原価と施設稼働率の関係 】  

35％以内は安定していない 

 市町村が多い  
【汚水処理原価と接続率の関係 】 

50％以下は安定していない 

 市町村が多い 
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５年以内は安定していない
市町村が多い  
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【汚水処理原価と経過年数の関係 】  



⑤経費回収率から見た経営面での分析例 

○Ⅲ型をのぞいて、Ⅰ－１型、Ⅰ－２型、Ⅱ型をイメージで図示すると以下のとおりとなる。 

【Ⅲ型をのぞいたⅠ－１型、Ⅰ－２型、Ⅱ型のイメージ】  
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２．下水道実施市町村の維持管理と 
組織について 

 
（１）マクロ的な分析について 
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①下水道管理者の職員数の推移（第１回資料） 

【下水道部門の職員数の経年推移】 

平成9年度：約47,000人 

平成23年度：約31,000人 

○下水道部門の職員は平成9年度まで増加傾向にあり、ピーク時には約47,000人の職員が下水道 

    に従事。 

○しかし、平成23年度には、約31,000人（ピーク時の２／３）まで減少。 

・資料：「地方公共団体定員管理調査結果（総務省）」 17 



②下水道管理者の職員数と建設費等との比較 

【建設職員数と下水道事業予算の推移】 

・維持管理職員数：「下水道統計（日本下水道協会）」 
・維持管理費  ：「下水道統計（日本下水道協会）」 
・管路延長   ：「国土交通省 国土技術政策総合研究所」 

○建設職員数は、下水道事業予算の減少に伴い減少している。 

○維持管理職員数と維持管理費は緩やかな減少傾向にある一方で、管路延長は順調に延
伸している。 

【維持管理職員数と維持管理費・管路延長の推移】 

下
水

道
事

業
予

算
（
百

万
円

） 

・建設職員数：「下水道統計（日本下水道協会）」 
・下水道事業予算（補助対象事業費）：「国土交通省」 
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③下水道事業の経過年数 

【都市規模別の下水道事業経過年数分布】 

資料：平成22年度下水道統計 

注１．上記の経過年数は、平成22年度現在の状況である 

注２．東京都区部、一部事務組合等構成市町村を除く 

○供用開始から30年以上を経過している市町村は約２割である。 

○古くから下水道事業に着手している政令指定都市等のほか、比較的近年に下水道事業
に着手した都市規模が小さい市町村においても、今後、改築需要が想定される。 
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④下水道管きょの維持管理の状況 

【都市規模別の管きょ調査周期分布】 

資料：平成22年度下水道統計 

注１．東京都区部、一部事務組合等構成市町村を除く 

注２．上記については、総管きょ延長に対する単年度（H22年度）調査延長を示す 

注３．調査延長とは、TVカメラ調査延長と目視調査延長の合計である 

○処理区域内人口１人あたりの管きょ延長が長いこともあり、管きょの調査など、十分な維
持管理が実施されていない市町村も見られる。 

管きょ調査周期（年） 

  ＝管きょ総延長／単年度（H22年度）調査延長 

  ＝１／管きょ調査実施率／100 

管きょ調査実施率（％） 

  ＝単年度(H22年度)調査延長／管きょ総延長×100 

管きょ調査周期（調査実施率） 
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資料：平成22年度下水道統計 

注．東京都区部、一部事務組合等構成市町村を除く 
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【都市規模別の処理区域内人口１人あたりの
管きょ延長分布】 

処理区域内人口１人あたりの管渠延長（m/人） 



②指標による分析について 
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①適切な維持管理職員数による分析(1) 

○組織面で「自立した状態にある下水道事業」と考えられる事業体を分析する。 

○例えば、維持管理職員数と管渠延長の関係から、維持管理職員１人当たりの管きょ延長
を算定し、これを指標とした分析を試みる。 

維持管理職員１人当たりの管きょ延長の試算例１  
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事業規模が大きく、経営が比較
的安定していると判断。

●下記条件の市町村の中央値 ⇒ 約100ｋｍ／人 

  ・処理場をもたない、流域関連公共下水道の実施市町村 

  ・普及率が50％以上。 

  ・維持管理の実態から、調査周期が50年以下（50年に１
度以上の調査を実施）の市町村 → 43市町村 

22 

●下記条件の市町村の平均値 ⇒ 約50ｋｍ／人 

  ・事業規模が大きく、比較的安定している市町村 

 → 14市町村 

 

 

維持管理職員１人当たりの管きょ延長の試算例２  

流域関連等、調査周期50年以下、普及率50％以上、n=43
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②適切な維持管理職員数による分析(2) 

○「平均的な維持管理職員１人当たり管きょ延長」を用いて、その値が大きな事業体（下図
の赤線より上の領域）は、平均的な維持管理職員数が確保されていないと解釈でき、小さ
な事業体（下図の赤線より下の領域）は、平均的な維持管理職員数が確保されていると
解釈できる。（便宜上、このように分類するが、実際に必要な職員数は市町村によって異なる。） 

○また、 「平均的な維持管理職員１人当たり管きょ延長」が小さくても、維持管理職員数が

１人未満の事業体（下図の緑色の領域）は、他の業務との分担をどのように行っているの
か確認する必要がある。 
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③適切な維持管理職員数による都市分類 

◆組織面から見た都市分類の例 

  「平均的な維持管理職員一人当たり管きょ延長」と調査実施率（＝年間調査延長÷
管きょ延長×100）による都市分類の考え方の例 

○「適切な維持管理人員」により「適切な維持管理」が行われている事業体を「自立した状態」であ
ると見なす。 

  ・「適切な維持管理人員」： 

   適切な維持管理人員は市町村の状況によって様〄であるが、ここでは単に、先述の「平均的な維持管理職
員一人あたりの管渠延長」に比べて相対的に人員が確保できているか否かで試算した。 

  ・「適切な維持管理」： 

   適切な維持管理については、市町村の状況によって様〄であるが、ここでは管渠の耐用年数（50年）に一度
以上調査がなされている（調査実施率２％）か否かで試算した。 

○以上を踏まえると、組織面から見て下水道事業体を以下のとおり分類できる。 

  都市Ａ－①型：「適切な維持管理人員」が確保されており、 実際も「適切な維持管理」がなされている。 

  都市Ａ－②型：「適切な維持管理人員」が確保されているが、現在は「適切な維持管理」がなされて いるとは 

           言い難い。 

  都市Ｂ－①型：「適切な維持管理人員」は確保できていないが、 「適切な維持管理」がなされている。 

  都市Ｂ－②型：「適切な維持管理人員」が確保できておらず、また「適切な維持管理」がなされているとは言い 

           難い。 

  都市Ｃ型       ：維持管理人員が１人も確保できていない。 
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④組織力による都市の分類 

○Ｃ型を除いて、Ａ－①型、Ａ－②型、Ｂ－①型、Ｂ－②型をイメージで図示すると、以下の
とおりとなる。 

試算例２：組織力指標：50km/人 試算例１：組織力指標100km/人 
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都市Ⅲ型 Ａ－① Ａ－② Ｂ－① Ｂ－② 都市C型

全体

①経費回収率と維持管理職員（試算例１） 

○１．２を整理して、例えば下図のように考えることができる。 

【都市の分類結果（経費回収率１未満/１以上 × 維持管理職員一人当たり管きょ延長100km/人未満／以上） 】  

都市Ａ型 

都市Ｂ型 

都市Ⅰ型 都市Ⅱ型 

経費回収が十分でなく、「適切な維持
管理人員」の確保もなされていないた
め持続的な事業運営が困難な可能性
がある。 

経費回収はできているが、「適切な維持管
理人員」が確保されていない。 

「適切な維持管理人員」は確保されて
いるが、経費回収率は十分でないた
め、今後財政面が課題になる可能性
がある。維持管理については、比較的
なされている市町村（A-①）となされて
いない市町村（A-②）に分かれる。 

経費回収ができており、「適切な維
持管理人員」の確保もなされてい
る。今後も持続的な事業運営が期
待されるが、現時点で「適切な維持
管理」がなされていない市町村もあ
る。 27 
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都市Ⅲ型 Ａ－① Ａ－② Ｂ－① Ｂ－② 都市C型

②経費回収率と維持管理職員（試算例２） 

【都市の分類結果（経費回収率１未満/１以上 × 維持管理職員一人当たり管きょ延長50km/人未満／以上） 】  

○１．２を整理して、例えば下図のように考えることができる。 

都市Ａ型 

都市Ｂ型 

都市Ⅰ型 都市Ⅱ型 

経費回収が十分でなく、「適切な維持
管理人員」の確保もなされていないた
め持続的な事業運営が困難な可能性
がある。 

経費回収はできているが、「適切な維持管
理人員」が確保されていない。 

「適切な維持管理人員」は確保されて
いるが、経費回収率は十分でないた
め、今後財政面が課題になる可能性
がある。維持管理については、比較的
なされている市町村（A-①）となされて
いない市町村（A-②）に分かれる。 

経費回収ができており、「適切な維
持管理人員」の確保もなされてい
る。今後も持続的な事業運営が期
待されるが、現時点で「適切な維持
管理」がなされていない市町村もあ
る。 28 


